
　　　毎年１月１日は農業委員会委員選挙人名簿の申請基準日です。

　　　申請書は、自治会長さんや農事実行組合長さんを通じて配布していただきますが、直接農業委員会

　　（各総合支所および住民センター経済課）でも受け付けますので必ず期限内に申請してください。

　　平成19年 1 月10日㈬まで

　　① 南島原市に住所を有する20歳以上で、10アール以上の農地で耕作の業務を営む者。

　　② ①の同居の親族または同居の親族の配偶者で、年間60日以上耕作に従事する者。

　　③ 10アール以上の農地を耕作する農業生産法人の組合員、社員または株主で年間60日以上耕作業務に　

　　　 従事している者。

　　※選挙人名簿への登載は申請を原則としていますので、もれなく申請しましょう。

　　◎閲覧できる場合が以下のとおり公職選挙法に規定されました
　　　①特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合

　　　②公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動･選挙運動を行うために閲覧する場合

　　　③統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治･

　　　　選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

　　※ただし、市区町村選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがあ

　　　る場合等に閲覧を拒否することができることとされています。

　　※また、選挙人名簿抄本のコピーについては、今後は認められません。

　　◎閲覧の申出をする場合は以下の書類が必要となります

　　※「閲覧申出書」の用紙については、各市区町村選挙管理委員会で入手できます。

　　※②の「公職の候補者等」欄のⅱの資料は、現職は省略が可能です。｢政党その他の政治団体｣ 欄のⅲの資

　　　料は、現職が所属する政治団体は省略が可能です。

　　このほか、実際に閲覧をするにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していた　

　　だく必要があります。

　　　南島原市が発注する建設工事の請負、測量及びコンサルタント業務、物品の製造請負及び買入れ、役務の

　　提供等における競争入札の参加を希望する方は、下記の事項に留意して申請書を提出してください。

　　　申請手続きの要項及び申請書様式は、総務部財政課管財契約班に用意しております。ただし、コピー代が

　　必要になります。または、市のホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。

　　（１） 受付期間

　　　　  平成19年 1 月10日㈬から平成19年 2 月28日㈬まで（土、日、祝祭日を除く。）

　　　　  ※受付時間は、午前 8 時30分から午後 5 時15分まで

　　（２） 提出方法

　　　　  持参又は郵送により提出してください。（郵送の場合は、当日消印有効です。）

　　　　  郵送による場合、受付確認が必要な方は返信用の定型封筒（宛名明記、80円切手貼付）又は

　　　　  官製はがき（宛名明記）を同封してください。

　　平成19年 4 月 1 日から平成20年 3 月31日まで（１年間）

　　〒 859-2211　長崎県南島原市西有家町里坊 96 番地 2

　　　　　　　　　総務部財政課管財契約班　☎０５０－３３８１－５０２２

　　※平成18年度の入札参加資格申請書を提出されている事業所についても、平成19年度分の提出が必要

　　　になりますのでご注意ください。

　　　経済産業省では、工業統計調査を平成18年12月31日現在で実施します。

　　　工業統計調査は、製造業を営む事業所を対象として、その活動実態を明

　　らかにすることを目的として調査します。

　　　調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料として利用

　　されるとともに、企業、大学などでの研究資料、小・中・高等学校の教材

　　など、広く利用されているところです。

　　　皆様からご提出していただく調査票については、統計法に基づき調査内

　　容の秘密は厳守されますので、正確なご記入をお願いします。

　　● 経済産業省　● 長崎県　● 南島原市

　　南島原市農業委員会事務局
　 （各総合支所および住民センター経済課でも受け

　　 付けます。）

必要な書類

①登録の有無の確認

ⅰ閲覧申出書

③調査研究
②政治活動・選挙運動

政党その他の政治団体公職の候補者等

ⅰ閲覧申出書

ⅱ公職の候補者となろう
　とする者であることを
　示す資料

ⅰ閲覧申出書

ⅱ調査研究の概要・
　実施体制を示す資料

ⅰ閲覧申出書

ⅱ政治団体設立届出書の
　写し

ⅲ活動実績を示す資料
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